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１ ． 条 件 明 示 の 考 え 方 （ 案 ） の 活 用 方 法  

 

 下 水 道 工 事 に 関 し 、 地 方 公 共 団 体 等 に あ っ て は 、 従 前 よ り 施 工 条 件 を 設 計 図 書

（ 設 計 図 面 や 仕 様 書 等 ） の 中 で 明 示 し て い る と こ ろ で あ る が 、 事 業 主 体 に よ り ば

ら つ き も あ り 必 ず し も 十 分 と は い え な い 状 況 で あ る 。  

 こ の 「 下 水 道 施 設 の 機 械 ・ 電 気 設 備 工 事 請 負 契 約 に お け る 条 件 明 示 の 考 え 方

（ 案 ）」 は 、 多 岐 に わ た る 施 工 条 件 を 的 確 に 明 示 す る こ と で 工 事 契 約 及 び 工 事 の 円

滑 な 執 行 に 向 け て 発 注 者 及 び 請 負 者 が 工 事 に 係 る 条 件 事 項 を 把 握 ・ 確 認 す る と い

う 趣 旨 か ら 設 計 図 書 作 成 の 参 考 と し て 作 成 し た も の で あ り 、 以 下 の よ う な 使 用 方

法 を 想 定 し て 考 え 方 を 示 し て い る 。  

 ① 「 ２ ． 工 事 概 要 」 に お い て は 、 当 該 工 事 の 概 要 の 整 理 を 行 い 、 工 事 の 全 体 像

を 把 握 す る 。  

 ②「 ３ ．工 事 設 計 図 書 に お け る 施 工 条 件 明 示 事 項 の 記 載 区 分 事 例 」に お い て は 、

当 該 工 事 に 該 当 す る 明 示 及 び 把 握 す べ き 事 項 を 確 認 し 、 設 計 図 書 で の 明 示 を

整 理 す る 。  

 ③ 「 ４ ． 施 工 条 件 明 示 事 項 解 説 及 び 明 示 項 目 記 載 例 」 を 参 考 に し て 必 要 な 条 件

明 示 及 び 確 認 項 目 に つ い て 、そ の 明 示 様 式 や 具 体 的 な 明 示 内 容 の 作 成 を 行 う 。 

 こ れ ら は 、 い ず れ も 一 例 に す ぎ な い の で 、 発 注 者 に お け る こ れ ま で の 事 例 等 を

考 慮 し 、 請 負 者 が 当 該 工 事 の 内 容 を 十 分 に 把 握 で き る 仕 様 ・ 様 式 と す る と と も に

契 約 後 の 請 負 者 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 円 滑 化 を 図 る た め の 一 要 素 と し て い た

だ き た い 。  

 な お 、 機 械 ・ 電 気 設 備 工 事 の 条 件 明 示 事 項 に は 、 積 算 基 準 上 、 必 ず し も 積 算 に

直 接 反 映 さ れ な い も の で あ る こ と か ら 、 設 計 変 更 に あ た っ て は 、 機 械 ・ 電 気 設 備

工 事 の 特 徴 に 配 慮 し 、「 公 共 工 事 標 準 請 負 契 約 約 款 」 及 び 「 下 水 道 施 設 の 機 械 ・ 電

気 設 備 工 事 請 負 契 約 に お け る 設 計 変 更 ガ イ ド ラ イ ン （ 案 ）」 に よ り 実 施 し て い た だ

き た い 。  
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２ ． 工 事 概 要  

 

表  工 事 概 要  

項   目  内   容  

工 事 名 称   

工   期   

工 事 場 所   

工 事 内 容  

 

備   考   
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３ ． 工 事 設 計 図 書 に お け る 施 工 条 件 明 示 事 項 の 記 載 区 分 事 例  

○ ： 記 載 す る 必 要 有 り     △ ： 必 要 に 応 じ 記 載 す る  

明 示 項 目  明 示 事 項  
設 計 図 書  

備  考
仕 様 書  設 計 図  

１ .工 程 関 係  

１ . 他 の 工 事 の 開 始 又 は 完 了 の 時 期 に よ り 、 当

該 工 事 の 施 工 時 期 、 全 体 工 事 等 に 影 響 が あ

る と 考 え ら れ る 場 合 は 、 他 の 工 事 の 概 要 及

び 予 定 時 期  

○  △  

記 載 例

P.5 

２ . 施 工 時 期 、 施 工 時 間 及 び 施 工 方 法 が 制 限 さ

れ る 場 合 は 、 制 限 さ れ る 施 工 内 容 、 施 工 時

期 、 施 工 時 間 及 び 施 工 方 法  
○  △  

記 載 例

P.6 

２ .用 地 関 係  

１ . 工 事 用 仮 設 道 路 ・ 資 機 材 置 き 場 用 地 を 借 地

（ 有 償 ） さ せ る 場 合 、 時 期 、 使 用 条 件 、 復

旧 方 法 等  
○  △  

記 載 例

P.7 

３ .公 害 関 係  

１ . 工 事 に 伴 う 公 害 防 止 （ 騒 音 、 振 動 、 粉 塵 、

悪 臭 、 排 出 ガ ス 等 ） に 係 る 工 事 の た め 、 地

域 住 民 と の 申 し 合 わ せ 事 項 等 が あ る 場 合

は 、 そ の 内 容  

○   

記 載 例

P.8 

２ . 水 替 及 び 流 入 防 止 対 策 が 必 要 な 場 合 は 、 そ

の 概 要  ○  ○  

記 載 例

P.9 

４ .安 全 対 策

関 係  

１ . 交 通 安 全 施 設 等 を 指 定 す る 場 合 は 、 そ の 内

容 、 期 間  ○  △  

記 載 例

P.10

２ . 鉄 道 、 ガ ス 、 電 気 、 電 話 、 水 道 等 の 施 設 と

近 接 す る 工 事 で の 施 工 方 法 、 作 業 時 間 等 に

制 限 が あ る 場 合 は 、 そ の 内 容  
△  △  

 

３ . 有 毒 ガ ス 及 び 酸 素 欠 乏 症 等 の 対 策 と し て 、

換 気 設 備 等 が 必 要 な 場 合 は 、 そ の 内 容  △  △  

 

５ .工 事 用 道

路 関 係  

（ 搬 入 路

等 ）  

１ . 一 般 道 路 を 搬 入 路 と し て 使 用 す る 場 合 の 、

搬 入 経 路 、 使 用 時 間 、 使 用 期 間 等 の 制 限 及

び 使 用 後 の 処 理 に 関 す る 条 件 が あ れ ば そ の

内 容 。  

△  △  
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６ .仮 設 備 関

係 （ 代 替

仮 設 備 ）  

１ . 改 築 工 事 等 に お い て 、 設 備 の 処 理 機 能 を 維

持 す る 場 合 は 、 そ の 代 替 仮 設 備 の 内 容 、 期

間 等  
○  ○  

記 載 例

P.1１

７ .建 設 副 産

物 関 係  

１ . 建 設 副 産 物 及 び 建 設 廃 棄 物 が 発 生 す る 場 合

は 、 そ の 処 理 方 法 、 処 理 場 所 等 の 処 理 条 件

な お 、 再 資 源 化 処 理 施 設 又 は 最 終 処 分 場 を

指 定 す る 場 合 は 、 そ の 受 入 場 所 、 距 離 、 時

間 等 の 処 分 条 件  

○  △  

記 載 例

P.1２

８ .既 設 構 造

物 等 関 係  

１ . コ ン ク リ ー ト 防 食 工 事 に お い て 既 設 構 造 物

の 腐 食 の 程 度 が 著 し く 、 コ ン ク リ ー ト 部 材

の 交 換 や 鉄 筋 の 補 強 等 、 構 造 的 な 補 修 を 行

う 場 合 は 、 断 面 修 復 等 の 内 容  

○  ○  

記 載 例

P.1３

２ . 工 事 支 障 物 と な る 既 設 建 築 機 械 ・ 電 気 設 備

等 を 移 設 す る 場 合 は 、 そ の 内 容  ○  ○  

記 載 例

P.1４

３ . 既 設 構 造 物 の は つ り 工 事 が あ る 場 合 は 、 そ

の 内 容  

 

○  ○  

記 載 例

P.1５

９ .総 合 試 運

転 関 係  

１ . 相 当 負 荷 の 内 容 と そ の 相 当 負 荷 の 確 保 に 必

要 な 内 容  ○  ○  

記 載 例

P.1６

２ . 試 験 、 分 析 、 測 定 の 内 容  ○   記 載 例

P.１ ７

1０ .そ の 他  

１ . 支 給 材 料 及 び 貸 与 品 が あ る 場 合 は 、 そ の 品

名 、 数 量 、 品 質 、 規 格 又 は 性 能 、 引 渡 場 所 、

引 渡 期 間 等  
△  △  

 

２ . 工 事 施 工 槽 内 等 に 堆 積 す る し 渣 、 汚 砂 、 汚

泥 等 が あ る 場 合 は 、 そ の 数 量 、 処 分 方 法 等 ○  △  

記 載 例

P.１ ８
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４ ． 施 工 条 件 明 示 事 項 解 説 及 び 開 示 項 目 記 載 例  

 

4-1 工 程 関 係  

１ ．他 の 工 事 の 開 始 又 は 完 了 の 時 期 に よ り 、当 該 工 事 の 施 工 時 期 、全 体 工 事 等 に

影 響 が あ る と 考 え ら れ る 場 合 は 、 他 の 工 事 の 概 要 及 び 予 定 時 期 。  

 

〔 解 説 〕  

 本 工 事 に 近 接 、 又 は 競 合 し た 工 事 に よ り 、 本 工 事 工 程 に 影 響 が 出 る 場 合 は 、そ

の 影 響 に つ い て 、 十 分 調 整 を 図 る 必 要 が あ る 。  

 「 工 事 請 負 契 約 書 」 の ２ 条 （ 関 連 工 事 と の 調 整 ） で は 「 発 注 者 は 、 受 注 者 の 施

工 す る 工 事 及 び 発 注 者 の 発 注 に 係 る 第 三 者 の 施 工 す る 他 の 工 事 が 施 工 上 密 接 に

関 連 す る 場 合 に お い て 、必 要 が あ る と き は 、 そ の 施 工 に つ き 、 調 整 を 行 う も の と

す る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 受 注 者 は 、 発 注 者 の 調 整 に 従 い 、 当 該 第 三 者 の 行 う

工 事 の 円 滑 な 施 工 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。」 と さ れ て い る 。  

 

 本 工 事 が 先 行 す る 工 事 で 、他 の 工 事 に 影 響 を 及 ぼ す 場 合 は 、対 象 箇 所 の 完 成 期

限 を 、本 工 事 が 後 発 の 工 事 で 、他 の 工 事 よ り 影 響 を 受 け る 場 合 は 対 象 箇 所 及 び 施

工 の 可 能 時 期 を 明 示 す る 必 要 が あ る 。  

 ま た 、他 の 工 事 の 工 事 責 任 者 、本 工 事 の 発 注 者 と 請 負 者 の 詳 細 な 打 合 せ を 行 う

必 要 が あ る 。  

 

 明 示 す る 項 目 と し て 、影 響 す る と 考 え ら れ る 他 工 事 名 、工 期 及 び 他 工 事 の 概 要

な ど が あ る 。  

 

 

〔 明 示 項 目 記 載 例 〕  

〔 事 例 １ 〕  

 

工 事 名  概 要  予 定 工 期  

○ ○ 建 設 工 事  
○ ○ 施 設 コ ン ク リ ー ト

防 食 工 事  

平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 か ら  

平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ま で  
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２ ．施 工 時 期 、施 工 時 間 及 び 施 工 方 法 が 制 限 さ れ る 場 合 は 、制 限 さ れ る 施 工 内 容 、

施 工 時 期 、 施 工 時 間 及 び 施 工 方 法 。  

 

〔 解 説 〕  

 施 工 時 期 、施 工 時 間 及 び 施 工 方 法 が 制 限 さ れ る 条 件 と し て は 、大 き く 分 け て 以

下 の ３ つ に 分 類 で き る 。  

・  自 然 的 条 件 ・ ・ 地 質 、 湧 水 等 の 状 態 、 降 雪 、 降 雨 等  

・  社 会 的 条 件 ・ ・ 交 通 規 制 、 騒 音 ・ 振 動 規 制 、 時 間 的 規 制 （ 通 勤 ・ 通 学 時 間 等 ） 等 

・  既 設 運 転 条 件 ・ 既 設 施 設 の 停 止 ・ 切 替 等  

特 に 、 近 年 で は 都 市 部 等 に お い て 社 会 条 件 に つ い て 制 限 を 受 け る 場 合 や 改 築

工 事 等 で 新 た に 設 置 さ れ た 設 備 を 運 転 管 理 者 が 立 上 げ 後 に 、 既 存 施 設 を 一 部 改

築 す る と い う 場 合 に は 、 そ の 停 止 ・ 切 替 時 期 に 制 限 を 受 け る 場 合 も あ る 。  

 

明 示 す る 項 目 と し て 、本 工 事 の 該 当 箇 所 及 び 施 工 内 容（ 必 要 に 応 じ 図 面 添 付 ）、

施 工 方 法 、 制 限 さ れ る 要 因 （ 自 然 条 件 、 社 会 条 件 、 既 設 運 転 条 件 ） 、 そ し て そ

の 制 限 内 容 （ 施 工 時 期 、 施 工 時 間 等 ） な ど が あ る 。  

 

 

〔 明 示 項 目 記 載 例 〕  

〔 事 例 １ 〕  

 本 工 事 は 、複 数 系 列（ 水 路 ）の 改 築 工 事 で あ る が 、複 数 系 列（ 水 路 ）の 汚 水 を

全 て 停 止 す る 事 は で き な い た め 、複 数 系 列 の 同 時 施 工 は 避 け 、１ 系 列 ご と に 順 次

施 工 を 行 な う も の と す る 。  

 

〔 事 例 ２ 〕  

 本 工 事 は 、増 設 系 統 を 施 工 後 に 、既 設 系 統 の 改 造 工 事 を 予 定 し て お り 、そ の 切

替 に 関 す る 条 件 は 、増 設 系 統 の 一 部 完 成 後 と し 、改 造 工 事 の 着 工 開 始 時 期 は 概 ね

平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ 旬 頃 と す る 。  
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4-2 用 地 関 係  

１ ．工 事 用 仮 設 道 路 ・ 資 機 材 置 き 場 用 地 を 借 地（ 有 償 ）さ せ る 場 合 、時 期 、使 用

条 件 、 復 旧 方 法 等 。  

 

〔 解 説 〕  

 下 水 道 施 設 の 機 械 ・ 電 気 設 備 工 事 の 施 工 に 当 た り 、施 工 資 材 ・ 機 械 等 の 施 工 ヤ

ー ド 等 が 必 要 に な る 場 合 も あ る 。 こ れ ら の 用 地 の 有 無 は 施 工 工 程 に お け る 資 材 ・

機 械 搬 入 計 画 及 び 施 工 速 度 に 大 き く 関 わ る 事 が あ る た め 、こ の 条 件 を 具 体 的 に 明

示 し て お く 必 要 が あ る 。  

 

 明 示 す る 項 目 と し て 、 用 地 使 用 目 的 、 使 用 期 間 、 ま た 、 用 地 を 使 用 す る 際 の 条

件 （ 借 地 で あ る 場 合 は 使 用 後 の 復 旧 方 法 、 復 旧 内 容 等 ）、 な ど が あ る 。  

 

 

〔 明 示 項 目 記 載 例 〕  

〔 事 例 １ 〕  

資 材 ・ 機 械 等 の 仮 置 場 の 用 地 と し て 、必 要 な 面 積（ ○ ㎡ 程 度 ）を 確 保 し 、○ ヶ

月 程 度 使 用 す る も の と す る 。  

な お 、 返 還 時 に は 原 形 復 旧 す る も の と す る 。  

 

〔 事 例 ２ 〕  

 資 材 ・ 機 械 等 の 仮 置 場 の 用 地 は 、 ○ ヶ 月 間 程 度 使 用 す る も の と す る 。  

ま た 、 そ の 間 の 借 地 料 は 請 負 者 が 負 担 す る も の と す る 。  
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4-3 公 害 関 係  

１ ．工 事 に 伴 う 公 害 防 止（ 騒 音 、振 動 、粉 塵 、悪 臭 、排 出 ガ ス 等 ）に 係 る 工 事 の

た め 、 地 域 住 民 と 申 し 合 わ せ 事 項 等 が あ る 場 合 は 、 そ の 内 容 。  

 

〔 解 説 〕  

 下 水 道 施 設 の 機 械 ・ 電 気 設 備 工 事 に お い て も 騒 音 、振 動 等 に よ り 周 囲 の 第 三 者

に 影 響 を 与 え る 場 合 が あ る 。よ っ て 、工 事 に 伴 う こ れ ら の 公 害 の 発 生 を 防 止 す る

よ う に 指 定 す る こ と は 、 工 事 の 実 施 に あ た り 不 可 欠 の 要 因 と な っ て い る 。  

 こ の た め 、 発 注 当 初 に 施 工 条 件 を 明 確 に し て お く こ と が 必 要 で あ る 。  

 明 示 す る 項 目 と し て 、制 限 を 受 け る 工 種 、そ の 制 限 内 容（ 施 工 方 法 、建 設 機 器 、

作 業 時 間 及 び 建 設 機 器 等 の 使 用 条 件 ）、 制 限 を 受 け る 理 由 、 な ど が あ る 。  

 

 

〔 明 示 項 目 記 載 例 〕  

〔 事 例 １ 〕  

本 工 事 の 施 工 場 所 は 近 隣 に 住 宅 地 が あ り 、 地 域 住 民 と の 協 議 の 中 で 当 該 施 設

内 の 工 事 は 、「 ○ ○ 時 か ら ○ ○ 時 ま で の 作 業 と す る 」と の 申 し 合 わ せ が あ る 。こ

の た め 、 当 該 時 間 帯 を 越 え て 騒 音 、 振 動 を 発 生 す る 作 業 は 、 行 わ な い も の と す

る 。  

 

〔 事 例 ２ 〕  

 本 工 事 に お い て 、 騒 音 を 発 す る 工 事 （ ○ ○ ・ △ △ 等 を 使 用 す る 工 事 ） に つ い

て は 、 低 騒 音 型 ・ 低 振 動 型 等 環 境 配 慮 型 の 建 設 機 械 を 使 用 す る こ と 。  
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２ ． 水 替 ・ 流 入 防 止 対 策 が 必 要 な 場 合 は 、 そ の 概 要 。  

 

〔 解 説 〕  

 下 水 道 施 設 の 改 築 工 事 や 増 設 工 事 等 に お い て 、既 存 施 設 か ら 作 業 範 囲 に 汚 水 や

雨 水 等 の 流 入 を 防 ぐ た め 、仮 壁 や 土 の う を 設 置 し た り 、配 管 を 切 り 回 し た り と い

っ た 流 入 防 止 対 策 が 必 要 な 場 合 が あ る 。  

  

 流 入 防 止 対 策 の 概 要 と し て 明 示 す る 項 目 に は 、設 置 場 所（ 図 面 添 付 ）及 び 設 置

期 間 な ど が あ る 。  

 

 

〔 明 示 項 目 記 載 例 〕  

〔 事 例 １ 〕  

 本 工 事 で は 、中 継 マ ン ホ ー ル 内 の 作 業 を 含 ん で お り 、作 業 中 の 流 入 水 の 切 り 回

し を 必 要 と す る 。 流 入 管 よ り 直 接 流 出 管 へ 結 ぶ 仮 設 配 管 の 設 置 を 行 う 。  

 



 

 

条件明示の手引き(案)  

2010.0８.17JSCA. －10－

4-4 安 全 対 策 関 係  

１ ． 交 通 安 全 施 設 等 を 指 定 す る 場 合 は そ の 内 容 、 期 間 。  

 

〔 解 説 〕  

 下 水 道 施 設 の 機 械 ・ 電 気 設 備 工 事 に お け る 交 通 安 全 対 策 は 、 第 三 者 へ の 影 響 、

労 働 災 害 防 止 の 観 点 か ら 、 社 会 的 に も 工 事 施 工 の 上 か ら も き わ め て 重 要 で あ る 。

特 殊 車 両 に よ る 機 資 材 の 搬 入 や 当 該 場 所 が 重 要 幹 線 道 路 に 面 し て お り 、特 に 交 通

渋 滞 へ の 配 慮 が 必 要 と 思 わ れ る 場 合 等 が あ る 。  

 ま た 、発 注 者 が あ ら か じ め 道 路 管 理 者 ・ 所 轄 警 察 署 等 と の 事 前 協 議 で 特 に 条 件

と し て あ げ た も の 等 が あ る 。  

 

 明 示 す る 項 目 と し て 、 設 置 施 設 名 （ 図 面 添 付 ）、 設 置 場 所 （ 必 要 に 応 じ 図 面 添

付 ）、 設 置 理 由 、 設 置 期 間 、 そ の 他 協 議 事 項 、 な ど が あ る 。  

 

 

〔 明 示 項 目 記 載 例 〕  

〔 事 例 １ 〕  

 本 工 事 の 作 業 帯（ 作 業 範 囲 ）に つ い て は 、交 通 量 の 多 い 道 路 に 面 す る 施 工 の た

め 、通 勤 通 学 時 間 帯 の 大 型 車 両 の 搬 入 禁 止 、及 び 現 場 へ の 通 勤 車 両 の 迂 回 路 指 示

を 行 う 交 通 整 理 員 等 を 配 置 す る 。  
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4-５ 仮 設 備 関 係 （ 代 替 仮 設 備 ）  

１ ．改 築 工 事 等 に お い て 、設 備 の 処 理 機 能 を 維 持 す る 場 合 は 、そ の 代 替 仮 設 備 の

内 容 、 期 間 等 。  

 

〔 解 説 〕  

 下 水 道 機 械・電 気 設 備 工 事 の 施 工 の た め 仮 設 備 等 の 設 置 が 必 要 と な る 場 合 が あ

る 。そ の よ う な 仮 設 備 に は 、 工 事 目 的 物 の 完 成 ま で 使 用 す る も の 、 複 数 の 工 事 で

使 用 さ れ る も の 、 更 に は 長 期 間 に 亘 っ て 利 用 さ れ る も の 等 が あ る 。  

 こ れ ら に つ き 、 そ の 所 有 権 の 所 属 、 設 置 ・ 撤 去 の 施 工 者 、 存 置 期 間 、 維 持 管 理

条 件 等 を 明 確 に し て お く 必 要 が あ る 。  

 

 明 示 す る 項 目 と し て 、 仕 様 、 図 面 、 設 置 場 所 （ 範 囲 、 図 面 添 付 ）、 切 替 運 転 条

件 、 運 転 制 御 仮 設 備 と そ の 方 法 、 使 用 期 間 、 支 給 機 材 ・ 電 源 等 の 有 無 、 工 事 終 了

後 の 処 置 （ 撤 去 、 継 続 利 用 等 ）、 な ど が あ る 。  

 

 

〔 明 示 項 目 記 載 例 〕  

〔 事 例 １ 〕  

 本 処 理 場 分 配 槽 ゲ ー ト 設 備 施 工 に 伴 い 、上 流 施 設 の 着 水 井 か ら 分 水 槽 ゲ ー ト 下

流 部 の 流 出 渠 間 に 時 間 ○ m3／ 分 に 対 応 す る 仮 排 水 設 備 を 設 置 す る も の と す る 。

な お 、 期 間 は 概 ね ○ ヶ 月 間 と し 、 そ の 後 速 や か に 撤 去 す る も の と す る 。  

 

〔 事 例 ２ 〕  

 監 視 制 御 設 備 工 事 に お い て 、沈 砂 池 設 備 ○ ○ 装 置 の 本 設 制 御 設 備 が 完 成 す る ま

で は 、 仮 設 制 御 設 備 （ 現 場 操 作 の た め の 仮 設 現 場 操 作 盤 ・ 仮 設 ケ ー ブ ル を 含 む ）

を 代 替 え 設 置 す る 。既 設 設 備 の 運 転 は 、昼 夜 と も 自 動 運 転 を 基 本 と し 、そ の 主 要

信 号 ・ 警 報 は 、 当 該 処 理 場 の 管 理 本 館 へ 通 報 で き る も の と す る 。  
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4-６ 建 設 副 産 物 関 係  

１ ． 建 設 副 産 物 及 び 建 設 廃 棄 物 が 発 生 す る 場 合 は 、 そ の 処 理 方 法 、 処 理 場 所 等

の 処 理 条 件 。な お 、再 資 源 化 処 理 施 設 又 は 最 終 処 分 場 を 指 定 す る 場 合 は 、そ

の 受 入 場 所 、 距 離 、 時 間 等 の 処 分 条 件 。  

 

〔 解 説 〕  

 下 水 道 施 設 の 機 械 ・ 電 気 設 備 工 事 に お い て 発 生 す る 建 設 副 産 物（ 再 生 資 源 及 び

廃 棄 物 ）に つ い て は 、 技 術 的 に 可 能 な も の に つ い て 、再 生 利 用 の 推 進 を 図 る こ と

が 望 ま し い が 、廃 棄 物 等 の 処 分 を 必 要 と す る 場 合 は 、法 令 等 で 多 く の 規 制 が あ る

た め 、 特 に 注 意 す る 必 要 が あ る 。  

 ま た 、「 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 」（ 平 成 １ ０ 年 １ ２ 月 改 正 ）第 １ ２

条 ３ 項 で は「 排 出 事 業 者 は 、産 業 廃 棄 物 を 自 ら 処 理 し な け れ ば な ら な い 」と あ り 、

「 そ の 処 理 を 他 人 に 委 託 す る 場 合 に は 、廃 棄 物 処 理 法 に よ る 許 可 を 得 た 収 集 運 搬

業 者 と 処 分 業 者 に そ れ ぞ れ 委 託 す る 等 し な け れ ば な ら な い 。」 と さ れ て い る 。 更

に 、全 て の 排 出 業 者 は 、処 理 業 者 に 廃 棄 物 の 処 理 を 委 託 す る 際 に 、 産 業 廃 棄 物 管

理 表 を 公 布 す る 等 、不 正 投 棄 対 策 の 強 化 が な さ れ て い る 。そ の た め 、建 設 廃 棄 物

等 が 発 生 す る 場 合 は そ の 処 理 方 法 、処 理 場 所 等 の 制 限 事 項 を 明 確 に し て お く 必 要

が あ る 。  

 

 明 示 す る 項 目 と し て 、 発 生 す る 建 設 副 産 物 （ 再 生 資 源 及 び 廃 棄 物 ） の 種 類 、 処

分 の 際 の 受 入 場 所 （ 必 要 に 応 じ 図 面 添 付 ）、 運 搬 距 離 、 処 分 方 法 （ 再 利 用 の 場 合

は そ の 使 用 用 途 ）、 な ど が あ る 。  

 

 

〔 明 示 項 目 記 載 例 〕  

〔 事 例 １ 〕  

再 資 源 化 等 を す る 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地  

特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 種 類  施 設 名 称  所 在 地  

木 く ず 、 コ ン ク リ ー ト が ら  ㈱ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 市 ○ ○ １ 丁 目 １ 番  

受 入 時 間  処 分 場 ： ８ 時 ３ ０ 分 ～ １ ７ 時 ０ ０ 分  

 

 

〔 事 例 ２ 〕  

本 電 気 設 備 工 事 に お い て 、撤 去 す る 変 圧 器 に は 、微 量 PCB が 含 有 し て い る の で 、

処 理 場 内 の 指 定 場 所 ○ ○ ○ 棟 保 管 場 所 に 移 設 す る こ と 。  
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4-７ 既 設 構 造 物 等 関 係  

１ ．コ ン ク リ ー ト 防 食 工 事 に お い て 既 設 構 造 物 の 腐 食 の 程 度 が 著 し く 、コ ン ク リ

ー ト 部 材 の 交 換 や 鉄 筋 の 補 強 等 、構 造 的 な 補 修 を 行 う 場 合 は 、断 面 修 復 等 の

内 容 。  

 

〔 解 説 〕  

 下 水 道 の 機 械 ・ 電 気 設 備 工 事 に お い て 既 設 コ ン ク リ ー ト 構 造 物 の 防 食 工 事 は 、

発 注 者 の 調 査 及 び 診 断 の 結 果 に 基 づ い て 、既 設 の 被 覆 層 の 状 況 を 把 握 し 、そ の 施

設 の 運 転 上 の 諸 条 件 を 考 慮 し た 施 工 方 法 等 を 明 示 す る 必 要 が あ る 。  

 

 明 示 す る 項 目 と し て 、対 象 施 設 を 運 転 し な が ら 施 工 す る 場 合 の 施 設 条 件 、水 や

汚 泥 を 引 き 抜 い た 後 の コ ン ク リ ー ト の 洗 浄 ・ 清 掃 （ 準 備 工 ・ 仮 設 工 ）、 高 圧 水 洗

浄 処 理 あ る い は 超 高 圧 水 処 理 等 の 洗 浄 方 法 及 び 腐 食 深 さ （ 劣 化 部 除 去 工 ）、 鉄 筋

腐 食 の 有 無 、 そ の 程 度 に よ る 処 理 工 （ 鉄 筋 処 理 工 ）、 防 食 被 覆 工 法 （ 材 料 ）、 な ど

が あ る 。  

 な お 既 設 コ ン ク リ ー ト 構 造 物 の 防 食 工 事 は 、設 計 と 実 際 の 工 事 現 場 一 致 し な い

場 合 が 多 く 、当 初 設 計 を 大 幅 に 越 え る 断 面 修 復 等 が 必 要 と な る 場 合 に は 、設 計 変

更 に て 柔 軟 に 対 応 す る 必 要 が あ る 。  

 

 

〔 明 示 項 目 記 載 例 〕  

〔 事 例 １ 〕  

 本 工 事 の 分 配 槽 ゲ ー ト 設 備 施 工 に 伴 い 、既 設 コ ン ク リ ー ト 構 造 物 に 防 食 工 事 を

行 う 。単 管 足 場 工 ： 掛 ○ ○ ㎡ 、高 圧 洗 浄 工 ： ○ ○ ㎡ 、劣 化 部 除 去 工 ： ○ ○ ㎡ 、 断

面 修 復 工 （ ○ mm）： ○ ○ ㎡ 、 防 食 被 覆 工 （ C 種 ）： 天 井 ○ ○ ㎡ 、 コ ン ク リ ー ト 殻

（ 無 筋 ） 処 分 費 ： ○ m3、（ 図 面 参 照 ） を 施 工 す る も の と す る 。  
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２ ． 工 事 支 障 物 と な る 既 設 建 築 機 械 ・ 電 気 設 備 等 を 移 設 す る 場 合 は 、 そ の 内 容 。

 

〔 解 説 〕  

 既 設 建 築 機 械 ・ 電 気 設 備 等 で 設 置 さ れ た ダ ク ト や 照 明 灯 ・ 非 常 灯 等 と 本 工 事 の

設 置 物 が 干 渉 す る 場 合 は そ の 内 容 を 明 示 す る 必 要 が あ る 。  

 

 明 示 す る 項 目 と し て 、当 該 工 事 箇 所 の 換 気 ダ ク ト 、給 排 水 管（ ト イ レ 、消 防 等 ）、

照 明 灯 、非 常 灯 、 扉 、 階 段 等 の 配 置 図 と 当 該 工 事 の 設 置 物 施 工 に 伴 う そ れ ら の 移

設 図 な ど が あ る 。  

 

 

〔 明 示 項 目 記 載 例 〕  

〔 事 例 １ 〕  

 生 物 脱 臭 塔 を 増 設 す る 施 工 に 伴 い 、既 設 建 屋 内 の 給 気 ダ ク ト □ ○ ○ ○ mm と 生

物 脱 臭 塔 の 点 検 歩 廊 が 干 渉 す る た め 、初 期 対 策 と し て 設 定 さ れ た ダ ク ト 経 路 か ら

既 設 給 気 ダ ク ト の 移 設 を 行 う 。（ 撤 去 移 設 図 参 照 ）  
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３ ． 既 設 構 造 物 の は つ り 工 事 が あ る 場 合 は 、 そ の 内 容 。  

 

〔 解 説 〕  

 改 築 工 事 や 増 設 工 事 に お い て 、既 設 構 造 物 の 床・壁 に 配 管 を 貫 通 さ せ る 、ま た 、

開 口 の 新 規 設 置 及 び 拡 張 等 を 行 う 場 合 が あ る 。  

た だ し 、発 注 者 は 、実 施 設 計 時 に お い て 、開 口 部 等 の 躯 体 補 強 内 容 等 に つ い て

確 認 し て お く 必 要 が あ る 。  

 

 

〔 明 示 項 目 記 載 例 〕  

〔 事 例 １ 〕  

 

基 礎 工 仕 様 及 び 施 工 範 囲  

№  名 称  設 置 場 所  主 寸 法  数 量 備 考  

1 配 管 貫 通 部  

雑 用 水 管  

100A 

壁  

COP+1500
φ 250 1 

敷 設 後  

モ ル タ ル 充 填  

躯 体 補 強 不 要  

2 配 管 貫 通 部  

脱 臭 ダ ク ト  

200W×200L 

壁

COP+2000
300W×300L 1 

既 設 開 口 利 用  

SUS 板 仕 舞 い  
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4-８ 総 合 試 運 転 関 係  

１ ． 相 当 負 荷 の 内 容 と そ の 相 当 負 荷 の 確 保 に 必 要 な 内 容 。  

 

〔 解 説 〕  

 総 合 試 運 転 は 、プ ラ ン ト 機 能 を 確 認 す る た め に 、負 荷 を か け て 行 う も の で あ る 。

供 用 開 始 前 の 施 設 は 、 下 水 処 理 及 び 放 流 が で き な い の で 、 雨 水 、 処 理 水 、 上 水 及

び 工 業 用 水 等 を 相 当 負 荷 と し て 総 合 試 運 転 を 行 う も の と す る 。  
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２ ． 試 験 、 分 析 、 測 定 の 内 容 。  

 

〔 解 説 〕  

 総 合 試 運 転 に お い て 、流 速 、酸 素 供 給 効 率 等 の 性 能 確 認 は 、第 三 者 機 関 の 評 価 、  

製 作 工 場 等 の 実 績 値 等 で 個 別 の 性 能 試 験 に 代 え る こ と が で き る が 、特 に 性 能 確 認

を 行 な う 場 合 は 内 容 を 明 示 す る 。  

ま た 、 ば い 煙 、 悪 臭 物 質 、 各 種 水 質 、 脱 水 ケ ー キ 等 の 試 験 、 分 析 、 測 定 を 行 う

場 合 は 、 そ の 内 容 を 明 示 す る 。  

 ま た 、 そ の 実 施 に 伴 い 、 請 負 者 が 薬 品 、 仮 設 工 事 等 を 用 意 す る 場 合 は 、 そ の 数

量 、 内 容 を 明 示 す る 。  

 

 

〔 明 示 項 目 記 載 例 〕  

〔 事 例 １ 〕  

試 験 、 分 析 、：  

 a.ば い 煙  b.悪 臭 物 質 （   ）  ｃ .各 種 水 質 （   ）  ｄ .脱 水 ケ ー キ 含 水 率

分 析 項 目 ：  脱 水 ケ ー キ 含 水 率  

場   所 ：  脱 水 機 排 出 部  

回   数 ：  ３ 回  
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4-９ そ の 他  

１ ．工 事 施 工 槽 内 等 に 堆 積 す る し 渣 、汚 砂 、汚 泥 等 が あ る 場 合 は 、そ の 数 量 、処

分 方 法 等 。  

 

〔 解 説 〕  

 下 水 道 施 設 の 改 築 に お い て は 、そ の 対 象 と な る 設 備 が 配 置 さ れ た 水 路 ・ 槽 内 等

に 堆 積 す る し 渣 、 汚 砂 や 汚 泥 等 を 運 搬 あ る い は 処 分 し な け れ ば な ら な い 場 合 は 、

そ の 内 容 を 明 示 す る 必 要 が あ る 。  

 た だ し 、堆 積 す る し 渣 、汚 砂 や 汚 泥 の 数 量 を 適 正 に 把 握 す る こ と が 困 難 若 し く

は 合 理 的 で な い 場 合 （ 設 計 数 量 を 把 握 す る た め だ け に 、 稼 働 中 の 水 路 ・ 槽 内 等 の

大 量 の 汚 水 等 を 排 出 す る 必 要 が 生 じ る 等 ） は 、 そ の 旨 を 明 記 す る も の と す る 。  

 

 

〔 明 示 項 目 記 載 例 〕  

〔 事 例 １ 〕  

本 工 事 に お い て 、消 化 タ ン ク 内 に 堆 積 し て い る 汚 泥 等 を 排 出 し 、最 終 処 分（ 場

内 処 分 を 含 む ） を 行 う 。  

a.設 計 汚 泥 量 ： ○ ○ m３ 程 度  

b.最 終 処 分 先 ： ○ ○  

 

 


